
対
　
象　

市
内
在
住
、
在
勤
の
20
歳

以
上
の
方
で
、
１
教
室
の
経
験
年
数

が
５
年
未
満
の
方

受
講
料　
１
教
室 

年
額
１
，０
０
０
円

（
材
料
費
な
ど
は
実
費
負
担
）

※
１
人
２
教
室
ま
で
受
講
で
き
ま
す

※
「
日
本
画
」、「
絵
画
」の
時
間
が
午

後
に
変
わ
り
ま
し
た

　
「
よ
り
美
し
く
、
よ
り
賢
く
、
よ
り
健

や
か
に
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
楽
し
く
充

実
し
た
講
座
を
実
施
し
ま
す
。

対
　
象　

市
内
在
住
の
30
歳
以
上
の
女
性

募
集
人
数　

80
人

学
習
会　

年
11
回

  　
　
　

（
講
座
や
移
動
学
習
会
な
ど
）

　
　
　
　

原
則
第
３
㈬

受
講
料　

年
額
１
，０
０
０
円

　
　
　

（
材
料
費
な
ど
は
実
費
負
担
）

公
民
館
教
室

公民館教室（全9講座）

◆
申
し
込
み（
す
べ
て
共
通
）

　

申
込
用
紙（
公
民
館
、
市
役
所
ロ

ビ
ー
に
あ
り
ま
す
）
に
記
入
し
、
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

 

ま
た
、
ご
自
分
の
住
所
と
氏
名
を

記
入
し
た
は
が
き（
１
教
室
１
枚
）を

必
ず
添
え
て
く
だ
さ
い
。

期
　
間　

３
月
２
日
㈮
〜
16
日
㈮

　
　
　
　

９
：
00
〜
17
：
00

と
こ
ろ　

公
民
館
（
東
玉
川
町
）

1
2
3
4
5
6
7
8
9

20
10
30
20
30
15
20
40
15

華道
煎茶道
料理
着物着付・礼法（女性のみ）
陶芸
日本画
絵画
書道
民謡

第2･4 ㈮
第1･2･3 ㈫
第1･3 ㈪
第3･4 ㈪
第1㈯ ･第2 ㈪
第2･4 ㈮
第2・4 ㈫
第1・3・4 ㈬
毎週㈪

10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
13:00～15:00
13:30～15:30
14:00～16:00
18:00～20:00
18:30～20:30

阿部芳逍さん
佐藤南智さん
松野　茂さん
岡澤マキ子さん
岡崎雅芳さん
鈴木利平さん
吾妻　篤さん

鈴木花園さん ・ 板宮青嵐さん
鈴木松栄さん

教　室　名 定員 学習日 学習時間 講　　　師

開講期間　平成30年4月～平成31年3月

平成30年度受講生募集！平平平平平平平平成成成成成成成成3333333300000000年年年年年年年年度度度度度度度度受受受受受受受講講講講講講講生生生生生生生生募募募募募募募集集集集集集集集！！！！！！平成30年度受講生募集！

開講期間 平成30年 月 平成3 年3月

楽しく学んでみませんか?楽しく学んでみませんか?

問 

公
民
館 

☎
３
６
５―

３
３
４
１

問 保険年金課保険総務係 ☎355-6497

女
性
セ
ミ
ナ
ー

千
賀
の
浦
大
学

　
健
康
、
環
境
、
ま
ち
づ
く
り
な
ど
身

近
な
問
題
か
ら
、
歴
史
や
世
界
情
勢
ま

で
幅
広
く
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？

対
　
象　

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
方

募
集
人
数　

１
８
０
人

学
習
会　

年
10
回（
移
動
学
習
会
含
む
）

受
講
料　

年
額
１
，０
０
０
円

　
　

（
自
治
会
費
な
ど
は
実
費
負
担
）

　平成30年度からの国民健康保険（以下「国保」）は、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な
財政運営や効率的な事業の確保など国保運営における中心的な役割を担うことになります。
　なお、国保の加入・脱退や給付、保険税の賦課徴収、保健事業などの手続きは、平成30年度以降もこれ
まで同様、市町村が窓口となります。

・都道府県も市町村とともに、国保運営を担うことになります。
・同一都道府県内でほかの市町村に引っ越した場合でも、引っ越し前と同じ世帯であることが認められるとき
は、高額療養費の多数回該当は通算されるようになります。

〇平成30年度以降の主な変更点

〇宮城県と塩竈市の役割

宮城県の主な役割 塩竈市の主な役割
・財政運営の責任主体

・国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進

・市町村ごとの標準保険税率を算定、公表

・保険給付費等交付金の市町村への支払い

・国保事業費納付金を宮城県に納付

・資格を管理（被保険者証の発行）

・標準保険税率等を参考に保険税率を決定
・保険税の賦課、徴収

・保険給付の決定、支給

ほうしょう

なん  ち

かえん せいらん
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